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市政ニュース
市ではこんなことをしています

CIVIC NEWS

日にち 内　容
2（火） 民生委員退任者感謝状贈呈式及び委嘱状伝達式

3（水）
市会議（開会日）
県環境保全協会日置支部懇親意見交換会（日置市）

6（土） 県PTA委嘱研究公開いちき串木野市大会

7（日）
第４回いちき串木野ロゲイニング
いちきふれあいフェスタ 2025
串木野太極拳連盟上海倶楽部発表会懇親会

8（月） 年末年始地域安全運動出発式
11（木） 人権の花運動閉会式（生福小）、15日（羽島小）
12（金） 県建設業協会日置支部年末懇親意見交換会（日置市）
13（土） 知事とのふれあい対話
15（月） 甑島商船株主総会（薩摩川内市）
17（水） 県市町村総合事務組合議会定例会（鹿児島市）
18（木） 衛生処理組合議会本会議

19（金）
衛生処理組合監査委員辞令交付式
県消防協会日置支部年末打合せ会

20（土） おせんしの学芸会
21（日） 全国高校女子駅伝神村学園応援（京都府）

24（水）
市民生委員児童委員協議会新役員あいさつ
結Lineこしきバリアフリー対応型タラップ引渡し式

25（木） 市議会（最終本会議）

26（金）
衛生処理組合仕事納め式
仕事納め式
串木野中央学童クラブ要望書提出

市長の主な動き（12月）

11/30 総合防災訓練・防災フェアの実施

　三井串木野グラウンドで総合防災訓練を実施しまし
た。今回は、大雨による土砂災害の発生を想定した生
福地区住民による避難訓練・避難所運営訓練と並行し
て、各種体験ができる防災フェアを実施しました。
　消火訓練、煙体験訓練、倒壊家屋救出訓練などの各
種訓練やはしご車搭乗体験、ちびっ子ロープ渡り体験、
消防・警察車両・ドクターヘリ展示が行われ、約 700
名が参加しました。
　自然災害時は、早めの行動が命を守ります。今後も
地域の防災訓練等に参加し、災害への意識を高めてい
きましょう。

学校応援団だより
生福小・生冠中～昔と今をつなぐふれあい活動～11/17

・21

　生冠中学校と生福小学校で「高齢者とのふれあい活
動」が実施されました。
　生冠中学校では、生徒たちがリコーダー演奏と校歌
を披露し、「交流語らいの場」ではフリートークで楽
しく会話し、交流会を盛り上げました。高齢者の方か
らは「あっという間だったけど楽しい時間でした」と
の感想が寄せられました。
　生福小学校では、子どもたちがボランティアの方々
から昔遊びやニュースポーツを教わり、初めての遊び
に珍プレーも飛び出して、体育館内は笑いの渦に包ま
れました。
　両校で世代を越えたふれあいの輪ができました。

11/14 男女共同参画審議会

　市では、全ての人々が性別等にかかわらず尊重され、
多様性を認め支え合い、個性と能力を十分に発揮でき
る男女共同参画社会を実現することを目指し、令和７
年４月１日に「いちき串木野市男女共同参画推進条
例」を施行しました。
　当条例に基づき、学識経験者をはじめ、各種団体の
代表者、男女共同参画地域推進員等で構成された「い
ちき串木野市男女共同参画審議会」を設置し、第１回
審議会を 11月 14日に開催しました。今後審議会と
連携し、男女共同参画の取組を進めていきます。
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市P連スポーツ大会＆県PTA活動研究委嘱公開～いちき串木野市大会～
11/22　市P連スポーツ大会

　市PTA連絡協議会主催のスポーツ大会がいちきアク
アホールで開催され、32名が参加しました。大会で	
は、公式ワナゲ、スカットボール、ディスゲッター、
ラダーゲッターのニュースポーツ４種目を、６チーム
に分かれて競い合いました。
　市Ｐ連会長の濱走さんは、「PTA会員の親睦が図ら
れた良い大会でした。来年は、より多くの方に参加し
ていただき、今後もPTA活動を盛り上げていきたいで
す」と話しました。成績は次の通りです。
・優　勝	 市来小Bチーム　・準優勝　照島小チーム
・第 3位	 羽島小チーム

12/6　県PTA活動研究委嘱公開いちき串木野市大会

　県PTA活動研究委嘱公開いちき串木野市大会をいち
きアクアホールで実施しました。いちき串木野市、日
置市からPTA会員約 270 名が参加し、神村学園中等
部・高等部吹奏楽部のオープニングから始まり、羽島
小・羽島中PTAが「9年間で育てる羽島の子ども」と
題して取組を発表しました。
　その後のグループ協議では、「どうしたらPTA役員
のなり手不足を解消できるか」のテーマで熱心な話し
合いがされました。参加者からは「役員のあり方、決
め方がとても参考になります」「このようなグループ
協議は、有意義だと感じたので、ぜひ今後も続けて欲
しいです」等の感想がありました。



12 R8.1.20

市有地の一般競争入札による売却
　市有地を一般競争入札により売却します。最低売却価格以上で最高の価格をもって入札をした方が落札者となり
ます。
●申込期日　2月 9日	（月）16時 30分までに財政課へ申込書類等を提出してください。
●入 札 日　日程決定後申込者に連絡します。
●入札保証金　入札に参加する方は、入札保証金を入札前日までに納付してください。
●申込・問合せ　財政課　☎ 33-5629
●補 助 金　
市有地を購入し、自ら居住する家を建てた方は、定住促進補助金(最大 200 万円、市有地等購入加算 50万円を
含む）の対象となります。定住促進補助金については企画政策課（☎ 33-5628）にお問い合わせください。
※申込書類等は、財政課（串木野庁舎）窓口または、市ホームページ（右上の二次元コード）から。

●入札物件　
整理
番号 地　　番 登記

地目 面　積 最低売却価格
※（　）内は坪単価 入札保証金

1 浅山 108
浅山 109 雑種地 	 108 ㎡	（約 33坪） 	 1,469,000 円	（坪約 4.5 万円） 73,450 円

2 浅山 121
浅山 122 宅地 	 247.08 ㎡	（約 75坪） 	 3,380,000 円	 （約 4.5 万円） 169,000 円

3 浅山 118 宅地 	 242.32 ㎡	（約 73坪） 	 4,385,000 円	（坪約 6.0 万円） 219,250 円
4 麓 325 雑種地 	 216 ㎡	（約 65坪） 	 3,004,000 円	（坪約 4.6 万円） 150,200 円
5 麓 318 宅地 	 203.91 ㎡	（約 62坪） 	 2,985,000 円	（坪約 4.8 万円） 149,250 円
6 麓 320 宅地 	 314.54 ㎡	（約 95坪） 	 4,960,000 円	（坪約 5.2 万円） 248,000 円
7 麓 420 宅地 	 367.30 ㎡	（約 111 坪） 	 6,701,000 円	（坪約 6.0 万円） 335,050 円
8 麓 376 宅地 	 139.66 ㎡	（約 42坪） 	 2,298,000 円	（坪約 5.4 万円） 114,900 円
9 麓 388 宅地 	 209.77 ㎡	（約 63坪） 	 3,715,000 円	（坪約 5.9 万円） 185,750 円
10 麓 572 宅地 	 201.89 ㎡	（約 61坪） 	 3,683,000 円	（坪約 6.0 万円） 184,150 円
11 麓 495 宅地 	 290.12 ㎡	（約 88坪） 	 4,522,000 円	（坪約 5.2 万円） 226,100 円
12 麓 567 宅地 	 124.31 ㎡	（約 38坪） 	 2,113,000 円	（坪約 5.6 万円） 105,650 円
13 麓 506 宅地 	 297.58 ㎡	（約 90坪） 	 4,322,000 円	（坪約 4.8 万円） 216,100 円
14 麓 483 宅地 	 285.55 ㎡	（約 86坪） 	 5,950,000 円	（坪約 6.9 万円） 297,500 円
15 麓 629 宅地 	 301.43 ㎡	（約 91坪） 	 4,921,000 円	（坪約 5.4 万円） 246,050 円
16 麓 659 宅地 	 254.76 ㎡	（約 77坪） 	 3,633,000 円	（坪約 4.7 万円） 181,650 円
17 麓 667 宅地 	 179.21 ㎡	（約 54坪） 	 2,764,000 円	（坪約 5.1 万円） 138,200 円
18 麓 720 宅地 	 139.94 ㎡	（約 42坪） 	 2,418,000 円	（坪約 5.7 万円） 120,900 円
19 麓 714 宅地 	 192.33 ㎡	（約 58坪） 	 2,589,000 円	（坪約 4.5 万円） 129,450 円
20 麓 724 宅地 	 175.84 ㎡	（約 53坪） 	 3,039,000 円	（坪約 5.7 万円） 151,950 円
21 麓 758 宅地 	 177.95 ㎡	（約 54坪） 	 3,279,000 円	（坪約 6.1 万円） 163,950 円
22 麓 802 宅地 	 161.95 ㎡	（約 49坪） 	 2,415,000 円	（坪約 4.9 万円） 120,750 円

23 麓 858
麓 862 宅地 	 1,811.54 ㎡	（約 548 坪） 	 27,281,000 円	（坪約 5.0 万円） 1,364,050 円

24 麓 855 宅地 	 675.82 ㎡	（約 204 坪） 	 10,301,000 円	（坪約 5.0 万円） 515,050 円
25 麓 857 宅地 	 347.66 ㎡	（約 105 坪） 	 5,627,000 円	（坪約 5.4 万円） 281,350 円
26 麓 832 宅地 	 188.13 ㎡	（約 57坪） 	 2,997,000 円	（坪約 5.3 万円） 149,850 円
27 麓 838 宅地 	 333.26 ㎡	（約 101 坪） 	 5,132,000 円	（坪約 5.1 万円） 256,600 円
28 麓 841 宅地 	 264.63 ㎡	（約 80坪） 	 4,687,000 円	（坪約 5.9 万円） 234,350 円
29 麓 854 宅地 	 105.89 ㎡	（約 32坪） 	 1,550,000 円	（坪約 4.8 万円） 77,500 円

30 麓 878
麓 879 宅地 	 306.70 ㎡	（約 93坪） 	 5,476,000 円	（坪約 5.9 万円） 273,800 円

31 麓 888 雑種地 	 980 ㎡	（約 296 坪） 	 7,505,000 円	（坪約 2.5 万円） 375,250 円

32 麓 891
麓 892 宅地 	 258.34 ㎡	（約 78坪） 	 5,119,000 円	（坪約 6.6 万円） 255,950 円

33 麓 674 宅地 	 165.36 ㎡	（約 50坪） 	 3,378,000 円	（坪約 6.8 万円） 168,900 円
34 麓 79 宅地 	 239.27 ㎡	（約 72坪） 	 2,453,000 円	（坪約 3.4 万円） 122,650 円
35 麓 51 宅地 	 211.30 ㎡	（約 64坪） 	 3,924,000 円	（坪約 6.1 万円） 196,200 円
36 日出町 235 宅地 	 143.23 ㎡	（約 43坪） 	 2,739,000 円	（坪約 6.3 万円） 136,950 円
37 日出町 207 宅地 	 184.61 ㎡	（約 56坪） 	 3,122,000 円	（坪約 5.6 万円） 156,100 円
38 麓 230 宅地 	 258.73 ㎡	（約 78坪） 	 3,227,000 円	（坪約 4.1 万円） 161,350 円
39 麓 265 宅地 	 203.89 ㎡	（約 62坪） 	 3,148,000 円	（坪約 5.1 万円） 157,400 円
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スポーツ推進委員からのご挨拶

　謹んで新年のお喜びを申し上げます。
　日頃より、市スポーツ推進委員協議会の活動にご理解、ご協力をいただき感謝申し上げます。
　昨年は、市制施行 20周年の年で、10月の市民スポーツ大会が台風接近のため、あいにくの中止となって
しまいましたが、その他の市の行事等で貢献できたのではと自負しております。これからも一層励んでまいり
たいと思います。

（スポーツ推進委員協議会　会長　徳重　和彦）

　私たちスポーツ推進委員は、社会教育の振興のため、各地区から推薦を受け、体育行事の運営の補助など、皆様
が楽しんで行事に参加していただけるように頑張っています。各地区の委員や主な活動を紹介します。
　地区の行事等でお困りの時は、お気軽に地域のスポーツ推進委員へお声がけください！

🎽いちき串木野市スポーツ推進委員紹介🥎
地区 氏名 地区 氏名 地区 氏名
冠岳 瀬戸口　健治 生福 田島　洋平 上名 川畑　年弘・小薗　絹代

大原 安藤　太洋・蓑茂　裕子 中央 横路　心・藤井　淳子 本浦 西川　喜幸・井上　美幸

野平 西別府　浩明 照島 吉永　努・浦山　ひとみ 旭 市来　栄光

荒川 中野　勇樹 羽島 大﨑　勝夫・福薗　早紀 川南 原口　俊昭

川北 堂園　善昭・黒木　眞利子 湊 内野　勝之・瀬戸口　寛子 湊町 川畑　賢祐

川上 徳重　和彦
	

　日置市吹上中央公民館にて、県スポーツ推進委員研究大会日置大会が開催されました。
　オープニングアトラクションでは、マスゲームを披露し、シンポジウムでは、本市の大﨑委員がシンポジストと
して登壇するなど大会を盛り上げ、大成功に終わりました。

　市スポーツ推進委員定例会の中で、準備運動、ストレッチについて講習
会がありました。
　講師として、いちき串木野市医師会・理学療法士の渕上祐一氏を招き、
運動によるケガの防止・パフォーマンスを引き出す様々な種類のウォーミ
ングアップ等、実践を交えて教えていただきました。
　今後の推進委員活動に役立てていければと思います。

11/ １　第 60回県スポーツ推進委員研究大会日置大会

12/ １　ストレッチ講習会



※中学校理科は同一指標での分析は行っていません。 

 
４月に実施された全国学力・学習状況調査について、本市の結果の概要をまとめました。 

１ 本市の学力の状況 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【良い点】 
 ・本市の児童生徒の無回答率は、ほとんどの設問で全国より低いポイントであり、あきらめずに

粘り強く問題に取り組む姿勢が身に付いてきています。 
・小学校理科では、知識・技能に関する通過率が高く、全体の正答率も全国を上回りました。 

【課 題】 
・小学校国語は、「情報の扱い方」「話すこと・聞くこと」の領域に課題があり、目的や意図に 

応じて情報を整理・発信する力の育成が必要です。 
・中学校国語は、「言葉の特徴や使い方」に課題があり、語彙や文法の基礎的な知識の活用が十

分ではないことがうかがえます。 
 
２ 本市の児童生徒の学習や生活の様子 
【小学校】 

 本市 全国 

児
童
の
よ
さ 

将来の夢や目標を持っていますか。 
（「当てはまる」の割合） 66.7 60.7 

授業で PC・タブレットなどの ICT 機器を、どの程度使いましたか。 
（「ほぼ毎日」の割合）  46.7 

PCやタブレット等のICT機器を活用した授業において、楽しみながら学習を進めること
ができていますか。（「とてもそう思う」「そう思う」の割合）  85.5 

課
題 

学校が休みの日に１日当たりどれくらいの時間勉強しますか。 
（「３時間以上勉強している」の割合） 3.4  

課題の解決に向けて自分で考え、自分から取り組んでいましたか。 
（「当てはまる」の割合） 19.0  

【中学校】 
 本市 全国 

生
徒
の
よ
さ 

将来の夢や目標を持っていますか。 
（「当てはまる」の割合） 35.5 

学校に行くのは楽しいと思いますか。 
（「当てはまる」の割合）  45.6 

友達関係に満足していますか。 
（「当てはまる」の割合） 56.4 

課
題 

自分には、よいところがあると思いますか。 
（「当てはまる」の割合） 36.5 

学校が休みの日に１日当たりどれくらいの時間勉強しますか。 
（「３時間以上勉強している」の割合） 11.4  

●小学校 
国語 

⑴ 言葉の特徴や使い方 
⑵ 情報の扱い方 
⑶ 我が国の言語文化 
Ａ 話すこと・聞くこと 
Ｂ 書くこと 
Ｃ 読むこと 

算数 
⑴ 数と計算

 ≒ 形図 ⑵
 ▽ 定測 ⑶

⑷ 変化と関係
⑸ データの活用

●中学校 
国語 

⑴ 言葉の特徴や使い方 
Ａ 話すこと・聞くこと 
Ｂ 書くこと 
Ｃ 読むこと 

数学 
⑴ 数と式

 ▼ 形図 ⑵
 ▽

〇 

▽

▽
▽

▽

 数関 ⑶
⑷ データの活用

評価基準（全国との比較） 
◎上回る 

〇やや上回る 

≒ほぼ同等 

▽やや下回る 

▼下回る 

 
理科 

⑴ エネルギーを柱とする領域 
⑵ 粒子を柱とする領域 
⑶ 生命を柱とする領域 
⑷ 地球を柱とする領域 

58.6

89.1

29.0

11.8

40.3

55.9

63.0

40.7

13.8

評価 
▽ 
▼ 
≒ 
▽ 
≒ 
≒ 

評価 

評価 
▼ 
≒ 
≒ 
▽ 

評価 7.0 以上 

3.1～6.9 

－3～3 

－6.9～－3.1 

－7.0 以下 

評価 
〇 
≒ 
◎ 
≒ 
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教育委員会だより
～令和７年度全国学力・学習状況調査結果と今後の取組～



※中学校理科は同一指標での分析は行っていません。 

 
４月に実施された全国学力・学習状況調査について、本市の結果の概要をまとめました。 

１ 本市の学力の状況 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【良い点】 
 ・本市の児童生徒の無回答率は、ほとんどの設問で全国より低いポイントであり、あきらめずに

粘り強く問題に取り組む姿勢が身に付いてきています。 
・小学校理科では、知識・技能に関する通過率が高く、全体の正答率も全国を上回りました。 

【課 題】 
・小学校国語は、「情報の扱い方」「話すこと・聞くこと」の領域に課題があり、目的や意図に 

応じて情報を整理・発信する力の育成が必要です。 
・中学校国語は、「言葉の特徴や使い方」に課題があり、語彙や文法の基礎的な知識の活用が十

分ではないことがうかがえます。 
 
２ 本市の児童生徒の学習や生活の様子 
【小学校】 

 本市 全国 

児
童
の
よ
さ 

将来の夢や目標を持っていますか。 
（「当てはまる」の割合） 66.7 60.7 

授業で PC・タブレットなどの ICT 機器を、どの程度使いましたか。 
（「ほぼ毎日」の割合）  46.7 

PCやタブレット等のICT機器を活用した授業において、楽しみながら学習を進めること
ができていますか。（「とてもそう思う」「そう思う」の割合）  85.5 

課
題 

学校が休みの日に１日当たりどれくらいの時間勉強しますか。 
（「３時間以上勉強している」の割合） 3.4  

課題の解決に向けて自分で考え、自分から取り組んでいましたか。 
（「当てはまる」の割合） 19.0  

【中学校】 
 本市 全国 

生
徒
の
よ
さ 

将来の夢や目標を持っていますか。 
（「当てはまる」の割合） 35.5 

学校に行くのは楽しいと思いますか。 
（「当てはまる」の割合）  45.6 

友達関係に満足していますか。 
（「当てはまる」の割合） 56.4 

課
題 

自分には、よいところがあると思いますか。 
（「当てはまる」の割合） 36.5 

学校が休みの日に１日当たりどれくらいの時間勉強しますか。 
（「３時間以上勉強している」の割合） 11.4  

●小学校 
国語 

⑴ 言葉の特徴や使い方 
⑵ 情報の扱い方 
⑶ 我が国の言語文化 
Ａ 話すこと・聞くこと 
Ｂ 書くこと 
Ｃ 読むこと 

算数 
⑴ 数と計算

 ≒ 形図 ⑵
 ▽ 定測 ⑶

⑷ 変化と関係
⑸ データの活用

●中学校 
国語 

⑴ 言葉の特徴や使い方 
Ａ 話すこと・聞くこと 
Ｂ 書くこと 
Ｃ 読むこと 

数学 
⑴ 数と式

 ▼ 形図 ⑵
 ▽

〇 

▽

▽
▽

▽

 数関 ⑶
⑷ データの活用

評価基準（全国との比較） 
◎上回る 

〇やや上回る 

≒ほぼ同等 

▽やや下回る 

▼下回る 

 
理科 

⑴ エネルギーを柱とする領域 
⑵ 粒子を柱とする領域 
⑶ 生命を柱とする領域 
⑷ 地球を柱とする領域 

58.6

89.1

29.0

11.8

40.3

55.9

63.0

40.7

13.8

評価 
▽ 
▼ 
≒ 
▽ 
≒ 
≒ 

評価 

評価 
▼ 
≒ 
≒ 
▽ 

評価 7.0 以上 

3.1～6.9 

－3～3 

－6.9～－3.1 

－7.0 以下 

評価 
〇 
≒ 
◎ 
≒ 

３ 「学習者主体の授業」を目指して 
 
 
 
 
 
 
 
 

「学習者主体の授業」において、教師は、ファシリテーター的な役割として、子どもたちそれぞれの学
びを見取り、指導に生かすことになります。その際、大切にされているのが、「個別最適な学び」と「協
働的な学び」です。本市の各小・中学校においても、「学習者主体の授業」を目指した様々な取組が進め
られています。 
 

 
 
 
 
 
 

４ 家庭学習「マイゴールチャレンジ」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

一
体
的
な
充
実 異なる考え方が組み合わさり、より良い学

びを生み出す。 
学習内容の確実な定着を図り、学習を深
めたり広げたりする。 

学習者主体の授業 

家庭学習で「何を」「どのように」取り組むかについて、子どもが自分で目標を決め、計画を
立てて、目標の達成に向けて学びを調整しながらチャレンジすることです。 

自分で目標を決めて、それをどのように達成するかを見通し、調整しながら取り組む家庭学習
によって、子どもの興味関心の進化・弱点の克服、自分の気持ちや行動を上手にコントロールす
る力の育成、創造力や思考力の育成等の効果が期待できます。 

A 小学校の実践 

家庭学習計画表 具体的な取組 実際の取組（児童のノート） 

≪「学習者主体の授業」を実現するための考え方≫ 
一律・一斉・一方向のみによる授業だけでなく、子どもに学びを委ねる場面とのバランスを考

え、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図ることが大切です。 
≪「学習者主体の授業」の視点（例）≫ 

・子どもが自ら問いを発見する 
・子どもが課題解決の方法を見通す 
・子どもが自ら学びを振り返る 

①その日の授業から自分自身
の課題を発見する。 

②発見した課題に基づいたマ
イゴールやその日の学習メ
ニューを家庭学習計画表に
記入する。 

③家庭学習後にその日の家庭
学習について、ふり返りを
記入する。 

④翌日、計画表を担任へ提出
して、コメントをもらう。 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

 ・子どもが学習の形態やスタイルを選択し自己決定する  
・子どもが学習時間やペースを選択し自己決定する 

 ・子どもが課題解決まで試行錯誤を繰り返す、協働する  等 

 
 
 
 
 
 

個別最適な学び 協働的な学び 
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自転車に対する
交通反則通告制度（青切符）
が適用されます！

鹿児島県警察

令和８年
４月１日

から

対象となる違反行為は 取締りの対象は

携帯電話の使用等（保持）

12,000円
信号無視

6,000円

一時不停止
5,000円

車道の右側通行

6,000円

１ 道路標識や道路標示で歩道通行可能とされている
２ 13歳未満・70歳以上・一定程度の身体障害のある人
３ 車道の交通量が著しく多い・車道の幅が狭いなどやむを得ない場合

歩道通行 認められるケース

１ 悪質・危険な行為
（スピードを出して歩道通行し、歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合など）
２ 警察官の警告に従わず歩道通行を続けた場合

歩道通行 取締りの対象 反則金 6,000円

反則行為の一例と反則金の額
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子育て世代包括支援センター

「あいびれっじ」通信
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冬をげんきに過ごす３つのポイント

早寝・早起きを心がけよう！
・夜更かしせずに、毎日同じ時間に寝るようにしましょう

　眠っている間、夜 10時頃から夜中にかけて成長にとても大切な

　ホルモンが分泌されます！

・朝はカーテンを開けて日光を浴びよう

・ゲームやテレビを観るときは、家族と時間を決めるようにしましょう

　寝る 1時間前には終わりにしておきましょう！

朝ごはんで 1日のスイッチをオン！
・パンでもごはんでもＯＫ！

・タンパク質（たまごやツナ・納豆・豆乳等）を食べると力が出ます

・ヨーグルトなど乳製品は腸の調子を整えてくれて便秘予防にも！

　ヨーグルトに果物を入れるとカラフルで気分も上がります！

からだを動かそう！
・家の中でも体操やトランポリンをしてみよう

　掃除機や床の雑巾かけ、窓ふき等家のお手伝いでもＯＫ！

・外でおにごっこやボール遊び、なわとびの遊びも◎

・からだを動かすと気分もスッキリ！

　ごはんもおいしく食べられて、夜もぐっすり眠れます！

24時間
利用できる

何度でも
無料で

相談できる

最速 3分で
返信が届く

家族
5人まで

登録できる

体調で気になることがある際は、医療相談アプリLEBERをご活用ください！

利用には登録が必要です。ご案内の通知を紛失された方は、あいびれっじ（☎ 24-8311）までご連絡ください。

（妊婦さんと小学６年生以下のお子様がいる子育て世帯が利用できます）

●スマホからいつでも簡単にお医者さんに相談できます。
●アプリ内には 56の診療科の先生が登録されています。
●体の不調だけでなく、心の悩みや産後うつまで幅広い分野に対応しています。



私たちの自治基本条例

地域活動に参加しないといけないの？
　みなさんの地域がどのような地形で、子どもや高齢者がどれくらい住んでいるのかなど、地域の状況を知
るためには、地域内を歩いたり、地域活動に参加することが大切です。
　自治公民館やまちづくり協議会では、みなさんが仲良くなるため、安心して暮らせるための様々なイベン
トや活動を行っています。
　お隣さんに積極的に声かけして、地域の活動に参加し、地域で楽しんでみませんか。

市民自治によるまちづくりの基本原則
①情報共有の原則　②参画の原則　③協働の原則

まちづくり防災課
☎33-5632

地域活動に参加しませんか

自治公民館のイベントに参加
する。

自治公民館に加入する。

【具体的な活動例】

近所の人とあいさつする。

第５回

～毎月11日は「地域安全推進の日」～

地域安全ニュース
★★★ みんなでつくろう　安全・安心の街 ★★★
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うそ電話詐欺被害防止キャンペーンを実施
　12月 15日、年金支給日に合わせて、警察署やボランティアの皆さん
が一緒になり、市内金融機関の店舗前で「うそ電話詐欺等被害防止」啓
発用グッズを配りながら、注意を呼びかけるキャンペーンを実施しました。
　全国的にも、うそ電話詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺被害が急増し
ており、本市でも、不審な電話やメールが来たとの情報が多く寄せられ
ています。
　年末年始の慌ただしさに乗じた不審な電話やメールへの、一層の注意
を呼びかけました。

新年あけましておめでとうございます
　平素より、地域安全活動にご理解・ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。　
　本年も、警察署、防犯ボランティア、関係機関と連携を密に取りながら「犯罪のない、安全で安心なまちづ
くり」に取り組んで参ります。
　本市でも、うそ電話等の詐欺被害や子ども等への声かけ・つきまとい等の脅威事案のほか、自転車盗などの
盗難が発生しています。皆様には、「自分たちのまちは、自分たちで守る」意識のもと、家や自動車・自転車
の鍵はしっかりと掛けるなど、できることから防犯活動に心掛けるとともに、買い物をしながら、散歩をしな
がら子ども達を見守る“ながら見守り”による地域ぐるみの防犯活動に、ご理解、ご協力をお願いいたします。

　いちき串木野地区防犯協会長　中屋謙治　　いちき串木野警察署長　牧野勇作

R ８年１月 20 日号
いちき串木野地区

防犯協会
☎ 32-9710

●問合せ　いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内）　☎ 32-9710



薩摩スチューデント渡欧１６０周年記念

れいめいの風 HP はコチラ

薩摩藩英国留学生記念館（☎35-1865）
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洋上風力発電

島津家一門の加治木島津家分家、村橋家の嫡子として生まれた村橋久成は
23歳の時に薩摩藩英国留学生に選抜されます。留学から帰国後、慶応 4年
（1868 年）戊辰戦争が勃発すると加治木大砲隊長として東北を転戦し、箱館
戦争では軍監として指揮を執ります。終戦後、明治 4年（1871 年）に開拓使
へ出仕します。英国で近代的な農業を見てきた村橋にとって、気候も似た広
大な北海道の地は、彼の農業を実現する絶好の舞台でした。
明治 8年（1875 年）、開拓使は東京に麦酒醸造所を建設し、成功したら北
海道に移すという方針を決定します。これに対して村橋は異を唱えます。建
設用木材や醸造に適した気温、原料麦やホップの栽培などを挙げ、最初から
北海道でやるべきだと二度に渡って主張します。この主張が認められ、担当責任者となった村橋はドイツでビール製造を
学んできた中川清兵衛を雇い入れ、明治 9年（1876 年）9月、麦酒醸造所に加えて、葡萄酒醸造所や製糸所を同時に竣工
させます。
村橋が担当した開拓使麦酒醸造所は後に民間に払い下げられ、現在のサッポロビールへと繋がっていきます。北極星が
モチーフの開拓使麦酒のラベルに使われた星は、現在のサッポロビールにも引き継がれています。

鹿児島人が作った、サッポロビール

記念館スタッフ　峯元　雅代
参考文献：犬塚孝明著「薩摩藩英国留学生」、西村秀樹著「夢のサムライ」

11．再エネ海域利用法に基づく促進区域等の指定・整理状況（R7.10.3 時点）

全国では、促進区域 12ヶ所、有望区域 9ヶ所、準備区域 17ヶ所（本市沖合含む）が指定・整理されています。

㉕岩手県久慈市沖（浮体）

㉝福井県あわら市沖

⑯青森県沖日本海（北側）

⑭北海道岩宇・南後志地区沖

⑫北海道檜山沖

⑤秋田県八峰町・能代市沖

⑥秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖

⑨青森県沖日本海（南側）

⑧長崎県
西海市江島沖

⑩山形県遊佐町沖

⑦新潟県村上市・胎内市沖

①長崎県
五島市沖
（浮体）

④千葉県銚子市沖

③秋田県由利本荘市沖

②秋田県能代市・三種町・男鹿市沖

㉜富山県東部沖（浮体）

㉔青森県陸奥湾

⑮北海道島牧沖

⑬北海道石狩市沖

⑪北海道松前沖

⑳千葉県いすみ市沖

㉑福岡県響灘沖
㊱佐賀県唐津市沖

⑲千葉県九十九里沖

⑱山形県酒田市沖

㉒北海道岩宇・南後志地区沖（浮体）

㉓北海道島牧沖（浮体）

⑰秋田県秋田市沖

㉟和歌山県沖（西側・浮体）
㉞和歌山県沖（東側）

促進区域・有望区域等の指定・整理状況(令和７年10月３日時点)

㉗東京都大島町沖（浮体）
㉘東京都新島村沖（浮体）
㉙東京都神津島村沖（浮体）
㉚東京都三宅村沖（浮体）
㉛東京都八丈町沖（浮体）

区域名 万kW※

促
進
区
域

①長崎県五島市沖（浮体） 1.7

②秋田県能代市・三種町・男鹿市沖 41.5

③秋田県由利本荘市沖 73.0

④千葉県銚子市沖 37.0

⑤秋田県八峰町・能代市沖 37.5

⑥秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖 31.5

⑦新潟県村上市・胎内市沖 68.4

⑧長崎県西海市江島沖 42.0

⑨青森県沖日本海（南側） 61.5

⑩山形県遊佐町沖 45.0

⑪北海道松前沖 25～32

⑫北海道檜山沖 91～114

有
望
区
域

⑬北海道石狩市沖 91～114

⑭北海道岩宇・ 南後志地区沖 56～71

⑮北海道島牧沖 44～56

⑯青森県沖日本海（北側） 30

⑰秋田県秋田市沖 37

⑱山形県酒田市沖 50

⑲千葉県九十九里沖 40

⑳千葉県いすみ市沖 41

㉑福岡県響灘沖 48

準
備
区
域

㉒北海道岩宇・南後志地区沖（浮体） ㉛東京都八丈町沖（浮体）

㉓北海道島牧沖（浮体） ㉜富山県東部沖（浮体）

㉔青森県陸奥湾 ㉝福井県あわら市沖

㉕岩手県久慈市沖（浮体） ㉞和歌山県沖（東側）

㉖千葉県旭市沖 ㉟和歌山県沖（西側・浮体）

㉗東京都大島町沖（浮体） ㊱佐賀県唐津市沖

㉘東京都新島村沖（浮体） ㊲長崎県五島市南沖（浮体）

㉙東京都神津島村沖（浮体） ㊳鹿児島県いちき串木野市沖

㉚東京都三宅村沖（浮体）

㉖千葉県旭市沖

㊲長崎県五島市南沖
（浮体）

㊳鹿児島県
いちき串木野市沖

事
業
者
選
定
済

※容量の記載について、事業者選定済の案件は選定事業者の計画に基づく発電設備出力量。それ以外は、事業者が確保している系統接
続の最大受電電力、または系統確保スキームで算定した当該区域において想定する最大出力規模であり、区域の調整状況に応じて変
動しうるもの。

【凡例】
●促進区域 ●有望区域 ●準備区域

●促進区域
再エネ海域利用法で定められた基準
を満たし、洋上風力発電の導入を促
進するために指定された区域

●有望区域
洋上風力発電に適した条件を有し、
促進区域の候補となる区域。

●準備区域
将来的に促進区域として発展する可
能性のある地域。
本市沖合も現在ここに該当。



本ひより
HPはこちら

22 R8.1.20

一
般
図
書
【
文
芸
書
】

『最後の一色』上・下
和田　竜 著

小学館

織田信長による天下布武の
軍団が日本全土を侵略して
いくなか、その怪物は戦場
に現れた。丹後の守護大名、
一色義員の嫡男・五郎。
17歳の青年は圧倒的不利
な状況下で、凄惨な戦闘を
繰り広げ…。
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『介護未満の父に起きたこと』
ジェーン・スー／著

新潮社

82 歳の父が突然ひとり暮
らしに。唯一の家族である
娘は、あえてビジネスライ
クにサポート。日々体力と
記憶力が衰えていく父のケ
アに奔走した著者が、「介
護前夜」の 5年間を綴る。

児
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『ミシュカ』
エドワルト・ファン・デ・フェンデ

ル 作、アヌッシュ・エルマン作
アネット・スカープ 絵／静山社

難民になった家族がようや
く新しい国で見つけた幸せ
…。9歳の少女が、ウサギ
のミシュカと過ごす楽しい
日々を描きながら、大変
だった旅や、新しい国で受
ける差別といったつらさも
伝える。

児
童
図
書
【
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】

『開運えんぎもの図鑑』
高野 紀子 作
あすなろ書房

どうして「赤」はおめでた
い? 武士に人気だった昆虫
とは? 福だるま、お節料理、
飾り熊手、招き猫、おめで
たい数など、全 250 種の
縁起ものを、イラストで紹
介する。

１月　
Janu
ary

◆２月のおはなし会
　　　　　　14・28日（土）15：00～ 15：30
ひよこ絵本　 １日（日）11：00～ 11：30
　　　　　　７・21日（土）11：00～ 11：30

本館

市来分館

スマホで予約できます
　図書館利用カードを、お手持ちのスマートフォンなどの
画面上に表示できるようになりました。カードを持ち歩か
なくても、スマートフォンで本が借りられますのでご活用
ください。そのほかにも…
・貸出中の本に自分のスマートフォンから予約できます。
・貸出の準備ができたらEメールで連絡が届きます。
・MYページ登録で、借りた本の記録ができます。
詳しくは図書館窓口にお尋ねください。

市立図書館開館情報
●開館時間
　火曜日～金曜日　　　　　　　　９：00～ 19：00
　土・日・第三日曜日の翌月曜日　９：00～ 17：00
●２月の休館日
　２（月）、９（月）、15（日）、23（月・祝）
●問合せ
　串木野本館　☎ 33-3755　市来分館　☎ 24-8112

◆２月の移動図書館車巡回日程
巡回日 ステーション 到着時間

３（火）

浜町市場通り無料駐車場 14：00

浜ヶ城（JA倉庫前） 14：40

塩田団地 15：30

４（水）

ウッドタウン 13：40

八久保公園（麓） 14：20

酔之尾東団地 14：55

５（木）

川上小学校 12：50

中組集落センター 13：55

迫公民館 14：30

川南交流センター 15：10

13（金） ひばりが丘団地 14：30

16（月）
野平交流センター 10：30

子育て支援センターきらきら 11：25

17（火） 市来駅前公民館 10：00

19（木）
川上小学校 12：50

県営市来住宅 14：10

23日は子どもといっしょに読書の日弟が覚えた文字で読み聞かせ
僕は漢字を読む係

「毎月 23日は子どもといっしょに読書の日」標語　優秀賞


